
令和 8 年度 名古屋市教育委員会 議案第 2 号 

 

   名古屋市立小・中学校の通学区域の設定及び変更について 

 

名古屋市立ひなた小学校の通学区域の設定及び名古屋市立平田中学校の通学

区域の変更について次のように定め、令和 9 年 4 月 1 日から施行する。 

 

1  名古屋市立ひなた小学校の通学区域の設定 

次の区域を名古屋市立ひなた小学校の通学区域とする。 

名古屋市立平田小学校及び名古屋市立浮野小学校の通学区域 

2  名古屋市立平田中学校の通学区域の変更 

  次の区域を名古屋市立平田中学校の通学区域とする。 

  名古屋市立ひなた小学校の通学区域 

 

 （理 由） 

 この案を提出したのは、統合による小学校の通学区域を定める等の必要があ

るによる。 

 

 

 

 

 

（令和 8 年 4 月24 日提出 総務部教育環境整備課） 



ひなた小学校及び平田中学校の位置及び通学区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この地図は、地理院地図（GSI Maps）を名古屋市教育委員会事務局 

教育環境整備課が加工して作成したものです。 
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